
◆2011年度　ニトリ北海道応援基金　募集要項

1.　テーマ
・北海道の地域社会に対する「公共性」や「公益性」が高く、道民への貢献が期待できる活動。
・北海道が抱える課題にタイムリーで、その活動によって何らかの問題解決や地域の活性化が期待できる活動。

2.　2011年度の助成対象は「環境」と「教育」
(1)環境

※植樹の場合、苗木代と支柱代のみが対象です。また、草花は対象外になります。
①植樹：地域の環境改善を目的とした公園や街路樹整備、公共施設への植樹、森林整備、植林(による治山治水や海洋資源の培養)など。
②地域の生活(住)環境改善活動。
③環境保全：地球温暖化防止に向けた“温室効果ガス(CO2)”の削減活動。

④自然環境の修復や破壊から守る活動。
⑤生物多様性の取り組み：絶滅危惧種の生息環境の整備、地球上のエコシステム機能や生態系全体の生産力の維持活動。
⑥資源の有効活用：３R活動。
⑦その他、環境に関する活動全般。

(2)教育
①青少年の健全育成のための活動。
②地域の文化や芸術、歴史的文化財(遺産)の継承や振興活動。
③それらに関わる人材の育成。
④スポーツを通して、健全な精神や肉体を形成する活動。
⑤その他、教育環境の整備や文化的な活動全般。

3.　助成額
総額１億円程度

【2010年度継続支援】
札幌市植樹：札幌駅前通り及び創成川公園への植樹

4.　助成活動対象期間
2011年4月1日から2012年3月31日
(この間に開始または継続している事業。例えば、2011年11月1日～2012年5月30日までの事業は、
　3月31日までの活動が助成対象で、それ以降に関しては翌年の基金になります。)

5.　助成条件
①北海道内での活動(事業)であること。
②NPOや財団法人、サークルやグループ、または個人で、非営利を目的とした事業であること。
③しっかりとした会計管理(収支計画・決算報告)ができること。
④特定の政治や社会思想・宗教などを基盤とした活動ではないこと。
⑤地方公共団体(自治体)や国から委託された事業ではないこと。

6.　助成対象とならない費用
①植樹の場合、樹木代と支柱代以外の費用。
②申請活動以外に転用できる器具や備品等(カメラ、パソコン、ソフト等)。
③事務所費(人件費、事務所賃借料、電話代、水道光熱費)等の管理費。
④職員や会員の日当。
⑤親睦会や慰労会等の費用。



7.　応募締切
2010年12月20日(月)必着

8.　申請(申込)方法
以下の書類を出力し、必要事項を記入の上、郵送してください。
①2011年度（第7回)北海道応援基金助成公募申請書
②助成申請チェックリスト
③申請書別表
④2011年度事業計画書(既成の事業計画書または企画書でOKです)と
　　収支予算書(収支計画が出来ていない時は前年の収支報告書)
各書類をパソコンで入力する時は、エクセルシートをダウンロードしてください。

※植樹の時は以下の書類も提出してください。
・植樹場所周辺地図(植樹予定場所を明示)
・苗木代と支柱代の複数業者による見積書

※④の事業計画は書面での提出とし、DVDやビデオなどのディスクは受付けません。

9.決定方法
①当基金内に、外部有識者による選定委員会を設置します。
②事務局において、「2.助成対象」と「5.助成条件」に合致しているかを書類審査します。
③提出書類に不足事項や不明点がある時は。電話によるヒアリングを実施します。
④上記②を基に助成対象事業一覧を作成し、選定委員会へ提出します。
⑤選定委員会ではひとつひとつの事業について審査し、助成団体と金額を決定します。
⑥助成金額は活動内容や、助成希望項目などを基に決定します。
　　そのため、申請金額の一部となることもあります。

10.　スケジュール
①募集期間 2010年11月2日～2010年12月20日(必着)
②事務局による書類審査 2011年1月下旬～2月中旬
③選定委員会での審査 2011年2月下旬～3月中旬
④助成先助成額の決定 2011年2月下旬～3月中旬
⑤申請者への採否通知 2011年3月下旬～4月上旬
⑥助成金贈呈式 2011年5月上旬
⑦助成金の交付開始 2011年4月20日～
⑧事務局による現地視察 2011年5月～
⑨助成団体からの活動報告 2011年5月～
⑩経理監査 中間報告・最終報告後随時
※スケジュールは、事情により変更になることがあります。

⑧現地視察：事務局員が現地を訪問し、実際の活動状況の視察を行います。
視察に当たっては、視察希望日を基に双方でスケジュールを調整の上決定します。

⑨活動報告：助成対象事業の
①中間報告：活動期間が3ヶ月以上の時は、中間報告書を提出。
②最終報告：助成活動が終了してからの最終報告書。終了後30日以内に提出。

⑩経理監査：専門の経理監査員が、助成金が適正かつ規定どおりに使用されているかを
①所定の経理報告書
②領収証や使途が証明できる資料
等により監査を行います。

11.結果発表
申請者全員に、2011年3月下旬を目途に文書にて採否を郵送します。
採用された団体および個人へは、合わせて必要書類を郵送します。
助成団体(個人)は、当ホームページに「2011年度助成活動」として掲載します。

12.助成が決まった団体(個人)は
①決定通知の中で、覚書の締結や助成金申請方法などを案内します。
②助成金贈呈式への出席(5月上旬予定)をお願いします。

・地方からの出席者につきましては、交通費と宿泊費を当基金が負担します。
③活動報告書の提出

･中間報告 活動期間が3ヶ月以上の時は、中間時点での進捗状況を提出。
・最終報告 活動が終了してからの最終報告で、終了後30日以内に提出。
・収支報告書 最終報告の中で、収支報告も提出。

13.送付先
〒００６－８５２０　札幌市手稲区新発寒6条1丁目5-80
株式会社ニトリホールディングス　北海道応援基金事務局　宛

14.問合せ先
ご不明な点や質問がある時は、E-MaiｌまたはFAXでお願いします。
①E-Mailの時 kikin@nitori.jp
②FAXの時 011-666-0114
③電話の時 011-664-8368

電話でのお問合せは、月曜日から金曜日　9時から17時です。
※不在の時がありますので、極力E-MailまたはFAXでお願いします。
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